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史
的
な
政
権
交
代
に
よ
っ
て
登
場

し
た
民
主
党
政
権
だ
が
、
最
近
で

は
重
要
政
策
課
題
の
先
送
り
が
目
立
つ
よ

う
に
な
っ
た
。「
年
金
制
度
改
革
」も
そ
の

一
つ
。
民
主
党
は「
年
金
改
革
」を
選
挙
の

重
要
な
争
点
と
し
て
き
た
が
、
政
権
に
就

く
や
、
肝
心
の
制
度
改
革
は
四
年
後

（
二
〇
一
三
年
度
）に
先
送
り
と
な
っ
た
。

年
金
制
度
を
め
ぐ
っ
て
は
、
公
的
年
金

の
一
元
化
、
不
安
定
な
年
金
財
政
、
負
担

と
給
付
の
あ
り
方
、
国
民
年
金
保
険
料
の

未
納
問
題
な
ど
、
解
決
す
べ
き
課
題
は
山

積
し
て
い
る
。
人
口
減
少
と
高
齢
化
が
進

む
中
で
、「
誰
も
が
安
心
で
き
る
」年
金
制

度
へ
の
期
待
は
大
き
い
。

だ
が
一
方
で
、
民
主
党
が
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
に
掲
げ
た
制
度
改
革
の
方
向
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
疑
問
が
出
始
め
た
。

民
主
党
案
は
、
消
費
税
を
財
源
と
す
る

「
最
低
保
障
年
金
」と「
所
得
比
例
年
金
」

（
同
一
所
得・同
一
保
険
料
）の
二
階
建
て
方

式
。
老
後
の
最
低
保
障
を
全
額
税
で
賄
う

た
め
、
現
行
の
国
民
年
金
の「
無
年
金
」や

「
空
洞
化
」問
題
は
解
消
す
る
と
い
う
ふ
れ

こ
み
だ
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
今
後
の
制
度
設
計

い
か
ん
で
は
、
制
度
そ
の
も
の
の
運
用
が

破
綻
し
か
ね
な
い
要
素
も
あ
る
。

例
え
ば
、
最
低
保
障
年
金（
月
額
七
万

円
）に
必
要
な
追
加
財
源
は
年
間
九
兆
円
。

毎
年
の
予
算
編
成
の
財
源
確
保
に
さ
え
四

苦
八
苦
す
る
民
主
党
に
と
っ
て
、
国
民
合

意
を
得
た
上
で
の
大
幅
な
消
費
税
増
税
を

断
行
で
き
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。

ま
た
、
最
低
保
障
年
金
の
税
方
式
化
に

伴
い
、
保
険
料
負
担
は
ゼ
ロ
と
思
い
が
ち

だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
所
得
比
例
年
金

に
加
入
し
な
け
れ
ば
受
給
資
格
は
な
い
。

し
か
も
、現
役
時
の
所
得
額
に
よ
っ
て
、保

障
年
金
も
減
額
さ
れ
て
い
く
仕
組
み
だ
。

現
役
時
代
に
多
額
の
所
得
を
得
た
人
に

ま
で
、
最
低
年
金
を
支
払
う
必
要
は
な
い

が
、
所
得
制
限
の
線
引
き（
年
金
の
減
額
、

打
ち
切
り
時
点
）い
か
ん
で
は
、
所
得
階

層
間
の
対
立
を
生
む
だ
ろ
う
。

最
低
年
金
の
税
方
式
化
に
伴
い
、
年
金

保
険
料
は
軽
減
さ
れ
る
見
込
み
だ
が
、
こ

れ
も
全
世
代
が
負
担
す
る
消
費
税
と
の
関

係
で
世
代
間
の
負
担
度
合
い
が
違
っ
て
く

る
。
す
で
に
保
険
料
納
付
を
終
え
た
受
給

世
代
に
と
っ
て
は
、
消
費
税
負
担
の
重
み

だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
制
度
移
行
時
の
問
題
と
し
て
、

現
在
、
保
険
料
を
納
め
て
い
る
世
代
は
、

国
民
年
金
の
廃
止
に
よ
り「
未
納
期
間
」

が
発
生
し
、
受
給
時
に
基
礎
年
金
部
分
が

減
額
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
消
費
税
増

税
と
い
う
新
た
な
負
担
と
と
も
に
、
将
来

の
年
金
受
取
額
が
減
る「
低
年
金
者
」が

続
出
し
て
は
、
何
の
た
め
の
制
度
改
革
か

と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

比
例
年
金
の
保
険
料
率
は
一
律
一
五
％

と
の
見
方
も
あ
る
が
、
こ
れ
だ
と
、
労
使

折
半
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
比
べ
て
、
自
営

業
者
の
負
担
が
相
対
的
に
重
く
な
る
。

「
同
一
所
得
・
同
一
保
険
料
」と
い
う
目
標

は
い
い
が
、
現
実
に
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と

自
営
業
で
は
所
得
の
形
態
が
異
な
り
、
所

得
の
捕
捉
も
含
め
て
、
具
体
的
な
制
度
運

用
は
き
わ
め
て
難
し
い
。

現
行
の
保
険
料
で
も「
負
担
し
き
れ
な

い
」低
所
得
層
が
増
え
て
い
る
状
況
で
は
、

無
年
金
者
や
低
年
金
者
な
ど「
年
金
難
民
」

を
ま
す
ま
す
増
や
す
こ
と
に
な
ら
な
い

か
。
心
配
の
タ
ネ
は
尽
き
な
い
。

民
主
党
は
、現
行
制
度
を
維
持
す
る
と
、

将
来
、
税
と
合
わ
せ
た
国
民
負
担
率
が

五
〇
％
を
超
え
て
、
制
度
自
体
が
維
持
で

き
な
い
と
主
張
し
て
き
た
。
人
口
減
少
と

高
齢
化
社
会
へ
の
移
行
を
考
え
れ
ば
、
現

行
制
度
に
は
確
か
に
限
界
が
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
民
主
党

の
改
革
案
が
す
べ
て
容
認
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
年
金
と
消
費
税
を
リ
ン
ク
さ
せ

た
点
は
一
歩
前
進
だ
が
、
財
源
問
題
、
負

担
と
給
付
、
未
納
問
題
と
い
う
課
題
は
、

制
度
改
革
後
も
依
然
と
し
て
残
る
だ
ろ

う
。
所
得
比
例
年
金
の
設
計
次
第
で
は
、

新
た
な
世
代
間
対
立
や
格
差
を
生
み
だ
す

懸
念
も
あ
る
。

社
会
保
険
方
式
の「
年
金
」は
、常
に「
保

険
料
を
払
っ
た
人
」と「
払
わ
な
か
っ
た

人
」で
対
立
が
生
ま
れ
や
す
い
。
そ
こ
へ
、

全
世
帯
負
担
の
消
費
税
を
入
れ
る
と
な
れ

ば
、
負
担
と
給
付
の
利
害
関
係
は
一
層
複

雑
に
な
る
。

「
最
低
年
金
」（
税
負
担
）と「
所
得
比
例
」

（
任
意
加
入
）を
完
全
に
切
り
分
け
る
方
式

も
考
え
ら
れ
る
が
、こ
れ
だ
と
必
要
財
源
が

大
き
く
膨
ら
む
一
方
、将
来
の
社
会
保
障
コ

ス
ト
が
か
え
っ
て
増
大
す
る
危
険
も
あ
る
。

誰
に
も
公
正
公
平
な
年
金
制
度
と
は
何

か
。
社
会
扶
助
的
性
格
の「
最
低
年
金
」

を
ど
う
位
置
付
け
る
か
の
基
本
論
も
含
め

て
、
新
政
権
は
も
う
一
度
、
国
民
的
な
合

意
を
取
り
付
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
消
え
た
年
金
」で
は
な
い
が
、
年
金
制
度

改
革
へ
の
取
り
組
み
が
消
え
て
し
ま
っ
て

は
元
も
子
も
な
い
。
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